
書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係 )

設立・定款変更用

令和 6年度 事 業 計 画 書

成立の日から令和 7年 3月 31日

特定非営利活動法人 ブライト・フュー

1 事業実施の方針
令和 6年度は、海外に寄贈する楽器・スポーツ用具・文房具等の収集を重点的に行い、文科省・文化

庁・JICA・ プラス株式会社の協力を得てリサーチした需要国の子ども達へ物資を寄贈する。

寄贈する物資は、海上・航空輸送のほか、直接現地に持参して手渡しすることを計画している。

上記の活動への理解・支援を促進するイベントを令和 7年 3月 に開催することも予定している。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【4,233】 千円)

V

ヽ ′

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事
者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

海外の子 ども
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学校などと連携し、卒業生
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スポーツ用具。文房具等を
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上記の教育支援活動への

理解・支援を促進するイベ

ント・コンサー トを企画・

実施する。

3月

日本全国
コンサー ト

会場他

10人

子ども達
への教育

支援に関

心のある
一般市民

100人



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日

特定非営利活動法人 ブライト・フユーチヤー

1 事業実施の方針
令和 7年度は、楽器・スポーツ用具・文房具等の海外の子ども達への寄贈を定期的なものに出来るよ

う、物資の収集を強化するため、継続してコンサー ト活動等を通じて物資等の寄附を募る。

初年度同様寄贈する物資は、海上・航空輸送のほか、継続して直接現地に持参して手渡しすることを計

画しており、寄贈した物資の国々との子ども達と一緒に楽しめるレクリエーションを現地で開催するこ

とも計画している。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【4,415】 千円 )
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達への学習支

援事業

学校などと連携し、卒業

生から使わなくなった楽
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上記の教育支援活動への
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画・実施する。
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10人
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書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係)

令和6年度 活動予算書 (その他事業が上登場合)
設立・定款変更用

"定
非菫利活■法人プライ ト フェーチャー
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業務委託費
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賃借料
通信運搬費
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消耗品費
支払手数料
新聞図書費
雑費

561,000
900,000
60,000
270,000
510,000
510,000
300.000
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書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係)

令和7年度 活動予算書 (その他事業が上登場合)
設立・定款変更用

特定,8H活 口藍人プライ ト・フューチャー
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150,000
350,000

正会員入会金
賛助会員入会金

取
150,000
650,000

正会員受取会費
賛助会員受取会費

0.000
5,880,000

取

受取寄附金
施設等受入評価益

海外の子ども達への学習支援事業収益
4
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0
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給料手当 204,000

(2)その .211.

業務委託費
旅費交通費
印刷製本費
広報費
賃借料
通信運搬費
会議費
消耗品費
支払手数料
新聞図書費
雑費

561,000
980,000
60,000
270,000
510.000
510,000
300,000
170,000
654,500
85,000
110,500

15 000
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賃借料
通信運搬費
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支払手数料
新聞図書費
雑費

99,000
2,200,000
90,000
90,000
30,000
115,500
15,000

19,500
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